
○八街市内循環バス広告掲載取扱要綱（平成31年２月４日告示第18号）

（趣旨）

第１条 この要綱は、八街市内循環バス（以下「循環バス」という。）に掲載

する広告の取扱いに関し、八街市広告掲載要綱（平成１８年告示第１９７

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（広告媒体）

第２条 広告を掲載する循環バス車両の運行路線及び台数は別表第１のとおり

とする。ただし、整備等により代車で運行する場合は、その代車に広告物を

掲載しないものとする。

（広告の種類）

第３条 広告の種類は、取り外しが容易なマグネット製平版等に広告を印刷

し、循環バスの車体に貼り付ける方法により行う広告とする。

（広告の掲載期間）

第４条 広告の掲載期間は、４月から翌年３月までの間で、１か月を単位と

し、連続して複数月の掲載ができるものとする。

２ 前項の１か月とは、各月の１日から末日までをいう。

３ 循環バスの整備等により一時的に循環バスの運行業務を停止する期間につ

いては、広告掲載をしないものとする。

（広告の掲載位置、規格、枠数及び広告掲載料）

第５条 広告の掲載位置、規格、枠数及び１月当たりの広告掲載料は、別表第

２のとおりとする。

（広告掲載の募集）

第６条 広告掲載の募集は、市ホームページで周知の上、期間を定めて行うも

のとする。

２ 前項の規定にかかわらず、募集期間内に募集枠を満たさない場合又は広告

掲載枠に空きが生じた場合は、随時広告掲載の申込みを受け付けるものとす

る。

（広告掲載の申込み）

第７条 広告掲載を申込みする者（以下「申込者」という。）は、八街市内循



環バス広告掲載申込書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え

て、広告を掲載しようとする月の前々月の末日までに市長に提出しなければ

ならない。

(1) 広告の原稿又は広告の内容の分かる書類

(2) 事業者については、当該事業の概要が分かる書類

（広告掲載の決定）

第８条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、

広告掲載の可否を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、その結果に

ついて、八街市内循環バス広告掲載可否決定通知書（別記様式第２号）によ

り申込者に通知するものとする。

３ 市長は、同一の掲載位置に複数の掲載申込みがあるときは、当該位置ごと

に、次の表に定める順位によって掲載の可否を決定する。この場合におい

て、同順位に複数のものがあるときは、広告掲載期間が長い広告を優先する

ものとし、広告掲載期間が同一の場合は、抽選により順位を決定する。

（広告内容の変更）

第９条 広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、掲載

期間中に広告の内容を変更しようとするときは、八街市内循環バス広告掲載

内容変更申出書（別記様式第３号）に必要な書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。

２ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、掲載

内容の変更の可否を決定し、八街市内循環バス広告掲載内容変更可否決定通

優先順位 対象

第１順位 公社、公益法人及びこれらに類するものの広告

第２順位 市内に事業所等を有する企業で公益性の高いものの広告

第３順位
企業又は事業を営む個人で、市内に事業所等を有するものの広

告

第４順位
第３順位までに掲げるもの以外のもので掲載する広告として適

当であると市長が認めるもの



知書（別記様式第４号）により広告主に通知するものとする。

３ 市長は、広告の掲載に支障があると認めるときは、広告主に対して広告の

内容の変更を求めることができる。

（広告物の提出）

第１０条 広告主は、市長が指定する期日までに掲載しようとする広告物を提

出しなければならない。

（広告掲載料の納入）

第１１条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければ

ならない。

（広告掲載料の返還）

第１２条 既に納入した広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、その額の全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したとき

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき

２ 返還する広告掲載料には、利子を付さない。

（広告掲載決定の取消し）

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告掲載決定を

取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。

(2) 指定する期日までに広告物の提出がないとき。

(3) 第９条第３項の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、循環バスへの広告掲載が適切でないと市

長が判断したとき。

（広告掲載の中止）

第１４条 広告主は、自己の都合により広告掲載を中止するときは、八街市内

循環バス広告掲載中止申出書（別記様式第５号）により、中止を希望する日

の１月前までに市長に提出しなければならない。

（広告の掲載、維持管理及び撤去方法等）

第１５条 広告の掲載、維持管理及び撤去は、広告主が行うものとする。



２ 広告主は、広告の掲載、維持管理及び撤去を行おうとするときは、循環バ

スの運行業務に支障のないよう市長と協議の上、日程等を決定し、市長の指

示に従って施工するものとする。

（費用負担）

第１６条 広告物の作成、掲載、維持管理及び撤去に要する費用は、広告主が

負担するものとする。

２ 掲載された広告が消失又は破損した場合において、その修復に要する費用

は、広告主が負担するものとする。ただし、その消失又は破損が市の責に帰

する事由による場合は、市の負担とする。

３ 前２項に掲げるもののうち、広告主が費用を負担する作業において、循環

バスの車体表面、塗装及び構造等を破損したときは、広告主が費用を負担し

て原状回復するものとする。

（広告主の責務）

第１７条 広告主は、広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負

うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切処理、第三者に不利益を

与える行為その他不正な行為を行ってはならない。

２ 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、

広告主の責任及び負担において解決するものとする。

（補則）

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ 第７条に規定する申込みその他必要な行為は、この要綱の施行前におい

て、この要綱の例により行うことができる。

（告示の失効）

３ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則



この告示は、令和３年３月１日から施行する。

附 則

この告示は、令和３年１０月４日から施行する。



別表第１（第２条）

別表第２（第５条）

備考

１ 当該欄に記載のある規格は、広告の掲載可能な最大範囲を示してい

る。

２ 当該欄に記載のある広告掲載料は１枠当たりの価格であり、また、広

告の作成、掲載及び撤去費用は含まないものとする。

運 行 路 線 台 数

市街地循環コース １台

北コース １台

西コース １台

南コース １台

広告掲載位置 規格（縦×横） 枠数 広告掲載料（月額）

車両側面 縦594㎜×横841㎜ １枠 2,000円

車両後部 縦420㎜×横594㎜ １枠 1,000円


